
 

 
1 

 

 

平成 22 年 9月 7 日 

各  位 

上場会社名 株式会社ノア 

 (コード番号：3383 名 証 セ ン ト レ ッ ク ス)
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日本エーエム株式会社との LED 事業に関する業務提携強化に関するお知らせ 

 
当社は、平成 22 年 9 月 7 日開催の取締役会において、日本エーエム株式会社（以下「日本エーエム」と

いう。）との LED 事業に関する業務提携内容を更に強化する業務提携を行うことについて決議し、本日、日

本エーエムとの間で業務提携契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

1． 業務提携の理由及び内容 

当社は、平成 21 年 12 月 15 日「日本エーエム株式会社との業務提携に関するお知らせ」のとおり、日

本エーエムと業務提携を行い、両社が得意とするネットワーク機能を複合的かつ発展的に活用することで、

単なる相乗効果に留まらず、常時先進的な商品をワンストップで提供できる販売体制の構築により、LED

事業の実績を積み上げてまいりました。そのような中、LED 照明市場が今後急成長を遂げて行く魅力的な

市場として、市場参加者の急速な拡大や競争の激化しつつある状況下に、この市場で十分な収益をあげ、

迅速にポジショニングを確保するため、平成 22 年 8 月 2 日「日本エーエム株式会社の LED 事業の譲受け

に関するお知らせ」のとおり、日本エーエム株式会社の LED 事業を、平成 22 年 9 月 3 日開催の当社臨時

株主総会において、第三者割当による新株式発行、転換社債型新株予約権付社債の発行及び新株予約権の

発行が承認され、当該第三者割当増資による払込みが実行されることを前提に譲受け実行し、LED 事業の

強化・拡大を企図しておりました。 

しかし、平成 22 年 9 月 6 日「日本エーエム株式会社の LED 事業の譲受けの中止に関するお知らせ」の

とおり、株価下落を理由として一部引受予定先からの払込みがなかったことにより、譲受け実行のための

資金を十分に調達することができなかったことから、当該事業譲受け実行を中止いたしております。しか

しながら、当社と日本エーエムとの間は、LED 市場において早急に事業基盤を強化構築する必要性が高い

との共通認識を持っており、今後の両社における事業方向性などを再度協議した結果、両者間の業務提携

内容のより一層の強化を行うことで合意いたしました。 

   

2． 業務提携の内容 

  今回の業務提携強化により、当社は、日本エーエムより販売代理店の一部（従前の事業譲渡による承継

予定のほとんどの代理店）及び日本エーエムにおける LED 事業に関する一部従業員移管を受け、LED 商

品の仕入については、日本エーエムから継続的に仕入れることといたしました。 
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 ３．本件業務提携による、承継事項の対価 

  今回の業務提携により、前項２．記載の業務提携の内容のとおり、販売代理店の一部及び日本エーエム

における LED 事業に関する一部従業員移管における、業務提携の対価は金２，５００万円（税別）とい

たします。 

 

 ４．提携会社の概要 

（1）名   称 日本エーエム株式会社（http://www.led-amjapan.com） 

（2）所 在 地 東京都中央区東日本橋２－２４－１２ 東日本橋槇町ビル 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 守田 俊彦 

（4）事 業 内 容 LED 照明機器、配線器具、配電・制御機器、関連商品並びに応用装置

の販売 

（5）資 本 金 2 億 3,000 万円 

（6）設立年月日 昭和 32 年 5 月 1 日 

資 本 関 係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係はありません。 

人 的 関 係 当社は、LED 販売における、当該商材仕様の知識習得、

また代理店教育のための知識習得のため、社員 10 名

を出向派遣しています。 

取 引 関 係 当社と当該会社との間では、平成 22 年７月期以降に

おいて、仕入約 4,270 万円の取引関係があります。 

（7）上場会社と当該会社

との間の関係 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係はありません。 

  

 ５．日程 

   平成 22 年 9 月 7 日 取締役会 決議 

   平成 22 年 9 月 7 日 業務提携契約書 締結 

   平成 22 年 9 月 8 日 業務提携開始日 

 

 ６．当社への影響及び今後の予定 

 現在、当社業績に与える影響につき精査致しておりますので、明らかとなり次第速やかに開示を行う予

定です。 

                                             以上 

 


